
R3.1.16

Stage４ Stage３ Stage２ Stage１

屋　外 グラウンド
人数を制限しての利用（※１，３）

（試合，大会は利用不可）
通常開放（※３） 通常開放（※２） 通常開放

第１体育館
人数を制限しての利用（※１，３）

（試合，大会は利用不可）
通常開放（※３） 通常開放（※２） 通常開放

第２体育館
人数を制限しての利用（※１，３）

（試合，大会は利用不可）
通常開放（※３） 通常開放（※２） 通常開放

集会

施設
屋　内 多目的室（3号館）

人数を制限しての利用（※１，３）

（試合，大会は利用不可）
感染防止を徹底した上で利用可 感染防止を徹底した上で利用可 感染防止を徹底した上で利用可

県内居住者のみ

（感染状況によって変更有）
制限なし 制限なし 制限なし

夜間利用不可（9:00～17:00) 通常通り（9:00～22:00) 通常通り（9:00～22:00) 通常通り（9:00～22:00)

【来館前（受付時）の案内内容】

※３　：高齢者等へ不要不急の施設利用の自粛 ・30分に1回以上はドアや窓を開けて換気をする

○感染者が施設を利用した場合、また、施設において感染者が発生した場合は当面の間休止 ＊上記内容を案内し、利用者に要請する

・人との間隔はできるだけ２ⅿ（最低１ⅿ）あける

※１　：国及び県の対応状況に応じて休止の可能性あり ・机や椅子を使用する場合、互い違いに着席するなど間隔を空ける

※２　：高齢者等へ注意喚起 ・ロビーや通路などに多くの人が密集しない

 （ドア等開けたままにする・こまめに消毒する・など） ・新型コロナウイルス感染状況によっては急遽利用できなくなることがある

・利用者（代表者）の連絡先を把握する 【来館時の案内内容】

 （各利用団体参加者名簿の取扱いは右記参照） ・３密を回避（密集・密接・密閉）する

施設の利用にあたっては、３密（密集・密接・密閉）の回避を始めとする、政府が発表した「新しい生活様式」に準じた感染防止対策の徹底を条件とする。

＊どのステージであっても留意する＊

施設における対応を踏まえ

しおかぜみなとの運営に

当たっての事項

（新しい生活様式に準じた対応）

【施設全般】

・玄関のドアは、基本開口状態にする ・発熱や咳、喉の痛みなどの症状がある方は来館を控える

 （荒天時、夏季の酷暑時は適宜対応） ・来館中は風邪や咳などの症状がなくてもマスクの着用をする

・施設入口に消毒液を設置し、来館者に消毒してから入館するよう （運動中はマスクをはずしても良い）

　案内する（案内文の掲示） ・当日参加者の氏名と連絡先を把握し、名簿を作成してもらう

・事務所等こまめに換気する  （必要に応じて保健所等へ提供を求める場合がある）

・人の手に触れる機会の多い場所等の対策を工夫する ・入館時、手指消毒する

利用時間

しおかぜみなとの利用制限について（新型コロナウイルス感染防止対策指針）
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